








「陽気ぐらし講座」開催要項 

●申込について 

・申込書は、支部・教区を経由して、開催の 2カ月前までに布教二課へ提出してください。 

※大幅に申し込みが遅れた場合、講師に直接依頼していても派遣できないことがあります。 

・申込責任者は原則として、教会長・布教所長・支部長に限ります（会場責任者との兼任可）。 

・一度の出向につき２会場以上での申込受付となります（支部・教区をまたいでの開催申込も可）。 

※１会場で開催となった場合、講師の希望は出来ません。また、開催助成金が支給されません。 

 

●講師派遣依頼事項について 

・コースを選択してください。 

A：気づきコース「陽気ぐらしにつながる、ものの考え方をお伝えします」 

B：教えコース「陽気ぐらしの基となる教理をお伝えします」（天理教用語も使用します） 

・講師を希望する場合は、なるべく近隣の講師を選定してください。 

出向エリアは東西に分かれており、近畿地区は東西どちらのエリアにも含まれます。エリア内の講師を

希望できますが、できるだけ近隣の講師を選択してください。 

※出向エリア外から講師を希望する場合は、開催助成金の合計金額から２会場分（２万円）が減額されます。 

 

●注意事項 

・申込書は楷書で読めるように記入してください。 

・月次祭・奉告祭などの教会行事や、ようぼく対象の行事（総会・集いなど）との併催は出来ません。 

※祭典講話や支部総会などの記念講演として「陽気ぐらし講座」は開催出来ません。 

・「全教一斉ひのきしんデー」、「全教一斉にをいがけデー」などの全教行事期間中は講師を派遣いたしま

せん。 

・講師が決定次第、申込責任者に書面で通知します。届き次第一回目の連絡をしてください。 

・講師の内諾を得ていても、本部（布教二課）から連絡があるまでは講師決定にはなりません。 

 

●宿泊・食事について 

出向中に宿泊、食事が必要な場合は、主催者側が用意してください。 

・ホテル・旅館・教会・信者宅等規定は有りません。 

・食事は簡素なもので結構です。過度な接待は必要ありません。 

・希望講師が出向する際、前泊が必要となる場合は原則主催者側が用意してください。 

 

●開催の報告について 

・開催後１週間以内に所定の用紙（講師決定通知に同封）に記入して提出してください。 

 

●開催助成について（本部から主催者に助成される内容は下記のとおりです。） 

・開催助成金…1会場１万円（実施報告書の提出を受け、教区経由で主催者に支給します） 

・講師の往復旅費 

※１会場での開催となった場合、開催助成金が支給されません。 

 

○布教部ホームページから「陽気ぐらし講座」の申込用紙・実施報告書・案内用チラシがダウンロードできます。 


